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ＱＡ発出時期 

文書番号等 
番号 

H 

27 

20 分 未 満

の身体介護

について 

「概ね２時間未満の間隔で指定訪問介護

が行われた場合には、それぞれの所要時

間を合算する」とあるが、20 分未満の身

体介護中心型を算定する場合にも適用さ

れるのか。 

一般の訪問介護事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の指定又は整備計画を有しないもの）については、20 分未

満の身体介護中心型を含め、概ね２時間未満の間隔で指定訪問

介護が行われた場合には、それぞれの所定単位数を合算する。

一方、頻回の訪問を行うことができる指定訪問介護事業所につい

ては、20 分未満の身体介護に限り、前後の訪問介護との間隔が

概ね２時間未満であっても、所要時間を合算せず、それぞれのサ

ービスの所要時間に応じた単位数が算定される。したがって、20 

分未満の身体介護の前後に行われる訪問介護（20 分未満の身

体介護中心型を算定する場合を除く。）同士の間隔が概ね２時間

未満の間隔である場合には、それぞれの所要時間を合算するも

のとする。 

※ 平成 24 年度報酬改定 Q＆A(vol.１)(平成 24 年３月 16 日)訪

問介護の問３は削除する。 

（１）一般の訪問介護事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の指定又は整備計画を有しないもの） 

（ケース１） 

 
次の訪問介護費を算定 

① 30 分以上 1 時間未満(a)+(b) 388 単位 

② 20 分以上 30 分未満(c) 245 単位 

平成 27 年度介

護 報 酬 改 定 に

関する Q＆A（平

成 27 年４月１

日） 
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（ケース２） 

 
次の訪問介護費を算定 

① 20 分以上 30 分未満(a)及び(c) 245 単位×2 回 

② 20 分未満 (b) 165 単位 

（２）頻回の訪問を行う訪問介護事業所（定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の指定又は整備計画を有するもの） 

（ケース３） 

 
次の訪問介護費を算定 

① 30 分以上 1 時間未満(a)+(c) 388 単位 

② 20 分未満(b) 165 単位 

H 

27 

20 分 未 満

の身体介護

について 

頻回の訪問として行う 20 分未満の身体

介護中心型については、サービス担当者

会議において「概ね１週間に５日以上、頻

回の訪問を含む所要時間が 20 分未満の

指定訪問介護が必要であると認められた

利用者」についてのみ算定可能とされて

いるが、短期入所生活介護等の利用によ

り、１週間訪問介護の提供が行われない

場合は算定できないのか。 

「１週間に５日以上、頻回の訪問を含む所要時間が 20 分未満の

指定訪問介護が必要であると認められた利用者」とは、排泄介助

等の毎日定期的に必要となるサービスの提供が必要となる者を

想定しており、当該必要となるサービスについて他のサービス等

で代替が可能であれば、必ずしも１週間のうちに５日以上、頻回

の訪問を含む短時間サービスを実際に提供しなければならない

という趣旨ではない。 

 

※ 平成 24 年度報酬改定 Q＆A(vol.１)（平成 24 年３月 16 日）

訪問介護の問７は削除する。 

平成 27 年度介

護 報 酬 改 定 に

関する Q＆A（平

成 27 年４月１

日） 

13 



H 

27 

20 分 未 満

の身体介護

について 

頻回の訪問として行う 20 分未満の身体

介護中心型を算定する場合、「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を

併せて受ける計画を策定しなければなら

ない。」とあるが、所在地の市区町村が定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定

について公募制度を採用している場合、

要件を満たすことができるか。 

事業所所在地の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定状

況等にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の実施のための計画を策定していれば算定は可能である。 

 

※ 平成 24 年度報酬改定 Q＆A(vol.１)（平成 24 年３月 16 日）

訪問介護の問８は削除する。 

平成 27 年度介

護 報 酬 改 定 に

関する Q＆A（平

成 27 年４月１

日） 

14 

H 

27 

20 分 未 満

の身体介護

について 

頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護

（サービスコード：身体介護 02）を算定した

場合、当該利用者に係る１月あたりの訪

問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介

護看護費（Ⅰ）（訪問看護サービスを行わ

ない場合）が限度となるが、これは「身体

介護02の１月あたり合計単位数が定期巡

回・随時対応型訪問介護看護費を超えて

はならない」との趣旨か。 

頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護を算定した月における

当該利用者に係る１月あたりの訪問介護費は、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護費が限度となるが、この場合の訪問介護費

とは、訪問介護費全体の合計単位数を指すものである。 

平成 27 年度介

護 報 酬 改 定 に

関する Q＆A（平

成 27 年４月１

日） 

15 

H 

27 

20 分 未 満

の身体介護

について 

頻回の訪問として提供する 20 分未満の

身体介護を算定する場合は、当該サービ

ス提供が「頻回の訪問」にあたることを居

宅サービス計画において明確に位置付け

ることとされているが、具体的にどのよう

に記載すれば良いか。 

頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護を算定した場合、当該

利用者に係る１月あたり 

の訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪

問看護サービスを行わない 

場合)が限度となるため、月ごとの訪問介護の利用状況に応じ

て、当該利用者が算定できる訪問介護費の上限が異なることとな

るため、居宅サービス計画の給付管理を通じて上限額を管理す

る必要がある。このため、頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介

護を算定する利用者に係る訪問介護費の上限管理について遺漏

の無いようにするため、頻回の訪問として提供する 20 分未満の

身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」

にあたることを居宅サービス計画の中で明確に位置付けることを

求めているところである。 

具体的な記載例として、頻回の訪問として提供する 20 分未満の

身体介護については、例えば、居宅サービス計画のうちサービス

平成 27 年度介

護 報 酬 改 定 に

関する Q＆A（平

成 27 年４月１

日） 

16 



利用票に、次のように記載することを想定している。 

（サービス利用票への記入例） 

 

H 

27 

20 分 未 満

の身体介護

について 

頻回の訪問を算定することができる利用

者のうち、要介護１又は要介護２である利

用者については、「周囲の者による日常

生活に対する注意を必要とする認知症の

もの」であることとされているが、具体的に

どのような程度の認知症の者が対象とな

るのか。 

「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のも

の」とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する

利用者を指すものであり、「指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及

び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」（平成 12 年３月 1 日老企第 36 号）第二の１（７）の規定

に基づき決定するものとする。 

平成 27 年度介

護 報 酬 改 定 に

関する Q＆A（平

成 27 年４月１

日） 

17 

H 

27 

サービス提

供責任者の

人員基準に

ついて 

一定の要件を満たす指定訪問介護事業

所が、サービス提供責任者の人員配置を

「利用者 50 人に対して１人以上」とする

場合、都道府県知事に対する届出が必要

となるのか。 

一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任

者の人員配置を「利用者 50 人に対して１人以上」とすることにつ

いて、都道府県知事に対する届出は要しない。ただし、一定の要

件を満たすことを証明する資料等について、当該指定訪問介護

事業所に整備しておくことが必要である。 

なお、指定訪問介護事業所に係る指定申請にあたり、都道府県

知事に提出しなければならない事項の１つとして、「サービス提供

責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴」があるため、サービス

提供責任者の人員配置の見直しに伴い、当該指定訪問介護事

業所のサービス提供責任者を減員する場合には、都道府県知事

に対する変更届が必要である。 

平成 27 年度介

護報酬改定に

関する Q＆A

（平成 27 年４月

１日） 

18 



H 

27 

サービス提

供責任者の

人員基準に

ついて 

サービス提供責任者の人員配置を「利用

者 50 人に対して１人以上」できる要件の

うち、サービス提供責任者が行う業務の

省力化・効率化に係る取組として、解釈通

知に規定された取組は、全て行う必要が

あるのか。 

「業務の省力化・効率化に係る取組」には、業務支援ソフトやタブ

レット端末などの活用による省力化・効率化をはじめ、利用者に

対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（い

わゆる「チーム制」）など、業務体制の工夫により個々のサービス

提供責任者の業務負担の軽減に係る取組も含まれるものであ

り、いずれかの取組を行うことにより、当該要件を満たすものであ

る。 

平成 27 年度介

護報酬改定に

関する Q＆A

（平成 27 年４月

１日） 

19 

H 

27 

初任者研修

修了者であ

るサービス

提供責任者

を配置する

指定訪問介

護事業所の

減算 

「人員基準を満たす他の訪問介護事業所

のサテライト事業所となる旨を平成 28 年

3 月 31 日まで届け出た場合」は、平成

27 年 4 月 1 日に遡って、減算が適用さ

れないのか。 

「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所とな

る旨を平成 28 年 3 月 31 日まで届け出た場合」には、当該届出

月の翌月から、本減算が適用されない。 

平成 27 年度介

護報酬改定に

関する Q＆A

（平成 27 年４月

１日） 

20 

H 

27 

初任者研修

修了者であ

るサービス

提供責任者

を配置する

指定訪問介

護事業所の

減算 

「人員基準を満たす他の訪問介護事業所

のサテライト事業所となる旨を平成 28 年

3 月 31 日までに届け出た場合」は、「平

成 30 年 3 月 31 日まで当該減算が適用

されない」とあるが、結果として、平成 30 

年 3 月 31 日までにサテライト事業所に

ならなかった場合、当該届出月まで遡及し

て過誤調整となるのか。 

人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所とな

る旨の届出があった場合には、過誤調整の遡及適用が生じない

よう、都道府県知事は、当該指定訪問介護事業所に対し、移行

計画の進捗状況を確認することとしているものである。 

そのため、移行計画に沿った進捗がみられない等、他の訪問介

護事業所の出張所等への移行に係る取組が認められない場合

には、速やかに本減算を適用すること。 

平成 27 年度介

護報酬改定に

関する Q＆A

（平成 27 年４月

１日） 

21 

H 

27 

生活機能向

上連携加算 

生活機能向上連携加算について、訪問リ

ハビリテーション事業所又は通所リハビ 

リテーション事業所の理学療法士等とサ

ービス提供責任者が同行して居宅を訪問

する場合に限り算定要件を満たすのか。 

生活機能向上連携加算の算定は、訪問介護計画の作成にあた

り、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事

業所の理学療法士等が利用者の居宅を訪問する際にサービス

提供責任者が同行する、又は、当該理学療法士等及びサービス

提供責任者が、利用者の居宅をそれぞれ訪問した上で、協働し

てカンファレンス（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準第 13 条第 9 号に規定するサービス担当者会議とし

て開催されるものを除く。）を行った場合に算定要件を満たすもの

である。※ 平成 24 年度報酬改定 Q＆A(vol.１)(平成 24 年３月

平成 27 年度介

護報酬改定に

関する Q＆A

（平成 27 年４月

１日） 

22 



16 日)訪問介護の問 12 は削除する。 

1 

人

員 

「身体介護」

及び「生活

援助」の区

分 

身体介護について，「1 人の利用者に対し

て訪問介護等が 1 対 1 で行うものをいう

（特別な事情により複数の利用者に対して

行う場合は、1 回の身体介護の所要時間

を利用者の人数で除した結果の利用者 1

人あたりの所要時間が（4）にいう要件を満

たすこと）」とされているが、その具体的な

内容について 

身体介護は原則として 1 対 1 で行われるが、特別な事情により 1

人の訪問介護員等が複数の利用者に対して同時に行う場合は、

全体の所要時間を 1 回の利用者数で除した結果の利用者 1 人

当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利用者につ

いて算定することとする。全体の所要時間に応じた所定単位数を

それぞれの利用者について算定することはできない。例えば、1

人の訪問介護員等が 3 人の利用者に対して食事介助自立生活

支援のための見守り的援助を 30 分に渡り同時に行った場合は、

利用者 1 人あたりの所要時間が 10 分（=30 分÷3 人）であり、身

体介護中心型（所要時間 30 分未満）の算定要件である「20 分程

度以上」を満たさないため、それぞれの利用者について算定でき

ない。 

なお、「特別な事情」の具体的内容は特に規定しておらず、利用

者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい。（平

成 21 年 4 月改定Ｑ＆Ａ（ＶＯＬ．１）問２３参照） 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

1 

H24 

削除 

1 

人

員 

サービス提

供責任者の

配置基準 

常勤換算方法による場合の、サービス提

供責任者の配置基準について、具体的に

示されたい。 

次のとおり計算例を示すので参考とされたい。 

（例１）常勤のサービス提供責任者を２人～５人配置すべき事業

所（サービス提供時間５００時間・ヘルパー数２５人の場合） 

① 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者

が２人必要 

② 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数 

  ＝５００÷４５０＝１．１１・・≒１．２（少数第１位に切り上げ） 

③ 常勤のサービス提供責任者の必要員数（通知②ロ該当） 

  ＝２人－１人＝２人－１人＝１人 

④ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数 

  ＝②－③＝１．２－１人＝０．２ 

  ③及び④により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提

供責任者が１人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法

で０．５（非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算方法で必ず

０．５以上となるため。詳しくは、「指定居宅サービス等及び指定

介護予防サービスに関する基準について」（平成１１年老企２５

21.3.23 

介護保険最新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

35 

H24

削除 



号）第３一１(2)②を参照されたい。）となる。 

 

（例２）常勤のサービス提供責任者を６人以上配置すべき事業所

（サービス提供時間３，０００時間・ヘルパー数１００人の場合） 

① 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者

が７人必要 

② 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数

＝３，０００÷４５０＝６．６６・・≒６．７（少数第１位に切り上げ） 

③ 常勤のサービス提供責任者の必要員数（通知②ハ該当）＝①

×２÷３＝７人×２÷３＝４．６６・・≒５人（１の位に切り上げ） 

④ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数＝②－③＝６．７

－５人＝１．７ 

  ③及び④により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提

供責任者が５人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法

で１．７となる。 

この場合、非常勤のサービス提供責任者の必要員数１．７を満た

すには、非常勤のサービス提供責任者は常勤換算で０．５以上の

者でなければならないことを踏まえ、例えば、常勤換算０．５の職

員を４人配置する、常勤換算０．８の職員と常勤換算０．９の職員

の２人を配置するなど、どのような配置方法でも良く、その実人数

は問わないものとする（例１のケースで０．６～１．０の非常勤職員

を配置する場合も同様である。）。 

1 

人

員 

非常勤のサ

ービス提供

責任者 

最低基準を上回る員数のサービス提供責

任者を配置しようとする場合、非常勤の訪

問介護員を置くことはできるか 

可能である。ただし、この場合の非常勤のサービス提供責任者に

ついても、当該事業所における勤務時間が、当該事業所におい

て定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数（３２

時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）の２分の１以上に達

している者でなければならない。 

21.3.23 

介護保険最新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

36 



1 

人

員 

サービス提

供責任者の

配置基準 

非常勤のサービス提供責任者が、指定訪

問介護事業所において勤務する時間以外

に、他の事業所で勤務することは差し支え

ないか。 

差し支えない。 

例えば、所定労働時間が４０時間と定められている指定訪問介護

事業所において、３０時間勤務することとされている非常勤の訪

問介護員等を、（常勤換算０．７５の）サービス提供責任者とする

場合、当該３０時間については、指定訪問介護事業所の職務に

専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事すること

はできないが、それ以外の時間について、他の事業（介護保険法

における事業に限らない。）の職務に従事することは可能である。 

21.4.17 

介護保険最新

情報 vol.79 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol..2) 

11 

１

人

員 

人員配置基

準 

 

訪問介護事業所の常勤のサービス提供

責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時

対応サービス事業所や夜間対応型訪問

介護事業所の職務に従事する場合には、

それぞれの事業所において常勤要件を満

たすとされているが、当該者に係る常勤

換算方法により算定する勤務延時間数は

どのように算出するのか。 

当該者が各事業所の職務に従事している時間を分けた上で、事

業所ごとの常勤換算方法により算定する勤務延時間数に算入す

る。 

24.3.30 

介 護 保 険 最 新

情報 Vol.273 

H24 年度報酬改

定 Q&A Vol.2 

1 

１

人

員 

人員配置基

準 

 

訪問介護又は介護予防訪問介護の指定

を受けていることをもって、同一の事業所

が障害者自立支援法における居宅介護

等（居宅介護、同行援護、行動援護又は

重度訪問介護）の指定を受ける場合のサ

ービス提供責任者の配置はどのように取

り扱うのか。 

 

当該事業所全体で確保すべきサービス提供責任者の員数につ

いては、次のいずれかの員数以上とする。 

① 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等（重度訪問

介護については利用者数が 10 人以下の場合に限る。）の利用

者数の合計 40 人ごとに１以上 

② 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等のサービス

提供時間数の合計 450 時間又は訪問介護員等及び居宅介護等

の従業者の員数の合計 10 人ごとに１以上（平成 25 年３月末日

までの間であって当該訪問介護等事業所が利用者数に基づく配

置をしていない場合に限る。） 

③ 訪問介護等と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされ

る員数の合計数以上なお、当該居宅介護等に係る指定以降も、

訪問介護等の事業のみで判断したときに、訪問介護等に係る基

準を満たしていることが必要となる。 

また、訪問介護等におけるサービス提供責任者が、居宅介護等

のサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。 

24.3.30 

介 護 保 険 最 新

情報 Vol.273 

H24 年度報酬改

定 Q&A Vol.2 

2 



２ 

人

員 

サ ー ビ ス 提

供責任者の

配置基準の

見直し 

サービス提供責任者については、利用者

４０ 人ごとに１人以上とされたが、サービ

ス提供時間や訪問介護員等の員数に応

じた配置はできないのか。 

平成２４年度以降は、サービス提供時間や訪問介護員等の員数

にかかわらず、前３月の平均利用者が４０人ごとに１人以上のサ

ービス提供責任者を配置する必要がある。 

ただし、平成２４年３月３１日に指定を受けていた事業所に限り、

平成２５年３月３１日までの間は、改正前の基準である月間の延

べサービス提供時間４５０ 時間ごと又は訪問介護員等の員数１

０人ごとに１人以上のサービス提供責任者を配置することも可能

としている。 

24.3.16 

介護保険最新

情報 Vol.267 

H24 年度報酬改

定 Q&A Vol.1 

11 

3 

運

営 

同居家族の

範囲 

居宅サービス運営基準第 25 条で同居家

族に対するサービス提供を禁止している

が、ここでいう同居家族とは、要介護者と

同一の居宅に居住していることをいうもの

であり、別居の家族に対するサービス提

供を禁止するものではないと解するが如

何。 

貴見のとおり。 13.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

1 

3 

運

営 

遠距離の通

院・外出介

助に対する

サービス提

供拒否 

遠距離にある病院等ヘの通院外出介助

の申込であることをもってサービス提供を

拒否することは、正当な拒否事由に当た

るか。 

居宅サービス運嘗基準第 9 条で指定訪問介護事業者は正当な

理由なくサービス提供を拒否してはならないこととされているが、

サービス提供を拒否することのできる正当な理由がある場合と

は、①当該事業所の現員からは利用申込に応.じきれない場合、

②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域

外にある場合、③その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問

介護を提供することが困難な場合、とされている(居宅サービス運

営基準解釈通知第 3－3 (2))。 

したがって、単に遠距離にある病院等ヘの通院外出介助であるこ

とを理由としてサービス提供を拒否した場合、居宅サービス運営

基準第 9 条に違反する。 

13.3.28 

事務連絡 

運 営 基 準 等 に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

６ 



3 

運

営 

乗合形式に

よる通院・外

出介助 

いわゆる介護タクシーが要介護者に対し

て通院・外出介助を行う場合に、運転手兼

訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、

「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を

行うことは可能か。 

訪問介護サービスは、介護保険法上「居宅において」行うこととさ

れていることからも明らかなように、利用者の居宅で、訪問介護

員が利用者に対して 1 対 1 で提供するサービスであり、通所介

護や施設サービスなどのように複数の利用者に対して集団的な

サービス提供を行うものではない。 

質問のような形態は、乗車・降車場面では利用者と訪問介護員と

が 1 対 1 となっているようではあっても、運転中も含めた一連の

サービス行為の中では集団的なサービス提供が行われているも

のであり、このようなサービスの一部のみを捉えて、訪問介護サ

ービスに該当するものとはいえない。 

※通院等乗降介助の相乗りについては、老企 36 号により「乗降

時に 1 人の利用者に対して 1 対１で行う場合には、それぞれ算

定できる。なお、効率的なサービス提供の観点から移送時間を極

小化すること。」とされている。 

13.3.28 

事務連絡 

運 営 基 準 等 に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

７ 

3 

運

営 

基準該当事

業所として認

める場合の

判断基準 

タクシー会社が行う訪問介護の通院・外

出介助に対し、特例居宅介護サービス費

を支給する場合の「市町村が必要と認め

る場合」の支給要件として、例えば「車へ

の乗降又は移動に際し、リフト付の特殊な

車輌でなければ通院・外出ができない者

が当該特殊な車輌の使用を伴う通院外出

介助を受けたとき」のように支給要件に限

定を付けることは可能か。 

可能である。 13.3.28 

事務連絡 

運 営 基 準 等 に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

10 

3 

運

営 

サービス利

用提供前の

健康診断の

費用負担と

サービス提

供拒否につ

いて 

サービスを提供する前に利用申込者に対

し、健康診断を受けるように求めることは

できるか。また、健康診断書作成にかかる

費用の負担はどのように取り扱うべきか。

（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護） 

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護については通常相当期間以

上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必

ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可

欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の

共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっ

ても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者

に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負

担については利用申込者とサービス提供事業者との協議による

ものと考える。 

13.3.28 

事務連絡 

運 営 基 準 等 に

係るＱ＆Ａ 

Ⅱの

1 



しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一

般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではな

いと考えられる。 

3 

運

営 

外出介助時

の交通費 

指定訪問介護事業者がバス等の交通機

関を利用して通院等の外出介助を行った

際の、交通機関の料金については、利用

者本人が負担すべきと考えるがいかが

か。 

道路運送法等に抵触しない形で、指定訪問介護事業者が自らの

車両を利用する形態や、外部の事業者から車両や運転手をチャ

ーター（いわゆる社用車の形態）するなどの形態で外出介助を行

う場合は別として、一般に、外部のバス等の交通機関の利用に

係る料金（専ら訪問介護員に係る料金として特定されるものを除

く。）については、外出する利用者と当該交通機関との間で支払

いが行われるべきものであり、指定訪問介護事業所が肩代わり

することは、居宅サービス運営基準第 20 条の観点から、不適当

と考える。また、チャーターによる場合にあっても、指定訪問介護

事業者から外部の事業者に支払われるチャーター代について、

個別の外出介助時の費用を、通常の料金と同様の算定方法によ

って支払うなど、事実上、料金を指定訪問介護事業者が肩代わり

しているのと同様な形態については、同様である。 

14.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係る Q&A 

Ⅲ1 

3 

運

営 

特段の専門

的配慮をも

って行う調理 

「訪問介護におけるサービス行為ごとの

区分等について」（平成 12 年 3 月 17 日

老計第 10 号）別紙 1－1－3 においては、

「特段の専門的配慮をもって行う調理」に

該当するものとして、「嚥下困難者のため

の流動食」が例示されているが、それ以外

にはどのようなものがあるか。 

「厚生労働大臣が定める者等を定める件」（平成 12 年 2 月 10 日

厚生労働省告示第 23 号）の八にいう「厚生労働大臣が定める特

別食」を参照されたい。   

なお、調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を

勘案した上 で、熱量、蛋白質量、脂質量等の食事内容について

配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管

理栄養士の居宅療養管理指導に沿った調理を行うなど、居宅療

養管理指導事業所等との連携が重要であることに留意された

い。 

14.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係る Q&A 

Ⅲ３ 



3 

運

営 

「身体介護」

及び「生活

援助」の区

分 

自立生活支援のための見守り的援助の

具体的な内容について 

身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り的援

助」とは自立支援、ＡＤＬ向上の観点から安全を確保しつつ常時

介助できる状態で行う見守りをいう。単なる見守り・声かけは含ま

ない。 

例えば、掃除，洗濯，調理などの日常生活の援助に関連する行

為であっても、 

・利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに、安全確認の

声かけや疲労の確認をする 

・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促

すとともに、転倒防止予防などのための見守り・声かけを行う 

・認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理などを行うことに

より生活歴の喚起を促す 

・車イスの移動介助を行って店に行き，本人が自ら品物を選べる

ように援助する 

という、利用者の日常生活動作能力（ＡＤＬ）や意欲の向上のため

に利用者と共に行う自立支援のためのサービス行為は身体介護

に区分される。掃除，洗濯，調理をしながら単に見守り・声かけを

行う場合は生活援助に区分される。 

また、利用者の身体に直接接触しない、見守りや声かけ中心の

サービス行為であっても、 

・入浴，更衣などの見守りで、必要に応じた介助、転倒予防のた

めの声かけ、気分の確認を行う 

・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけなど、声かけや

見守り中心で必要な時だけ介助を行う。 

・移動時、転倒しないようにそばについて歩き、介護は必要時だ

けで､事故がないように常に見守る 

という介助サービスは自立支援、ＡＤＬ向上の観点から身体介護

に区分される。そうした要件に該当しない単なる見守り・声かけは

訪問介護として算定できない 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

3 



3 

運

営 

受診中の待

ち時間 

通院・外出介助における受診中の待ち時

間の取扱について 

通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に

含まない。院内の付き添いのうち具体的な「自立生活支援のため

の見守り的援助」は身体介護中心型として算定できる。 

なお、院内の付き添いなど居宅以外において行われる訪問介護

については、居宅において行われる目的地（病院等）に行くため

の準備を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に限り認め

られるため、院内の付き添い行為だけをもってして単独行為とし

て算定することはできない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

5 

3 

運

営 

「身体介護」

及び「生活

援助」の区

分 

訪問介護員である整体療術師等が利用

者の居宅を訪問してマッサージを行った

場合、身体介護中心型を算定できるか 

訪問介護は、「居宅において介護を受ける者の居宅における、入

浴・排せつ・食事等の介護､調理・洗濯・掃除等の家事､生活など

に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の世話」（法

8 条 2 項・施行規則 5 条）とされており、訪問介護におけるサービ

ス行為ごとの区分や個々のサービス行為の一連の流れについて

は、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平

成 12 年 3 月 17 日老計 10 号）に規定されている。 

ご指摘のマッサージについては、当該サービス行為を行うものの

資格に関わらず、身体介護サービスに含まれない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

6 

3 

運

営 

訪問介護の

所要時間 

訪問介護の所要時間について 訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問

介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標

準的な時間とされており、利用者の心身の状況を踏まえつつ設定

する。 

訪問介護の所要時間は実際に訪問介護サービスを行った時間に

限るため、例えば、交通機関の都合その他訪問介護サービスの

必要以外の事由によって利用者の居宅に滞在した場合には、そ

の滞在の時間は訪問介護の所要時間に算入しない。なお、身体

介護サービスまたは生活援助サービスを提供する際の事前準備

等として居宅において行われるサービス準備・記録等（健康チェッ

ク、環境整備など）は訪問介護の所要時間に含まれる。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

9 



3 

運

営 

通院等乗降

介助 

「通院等のための乗車又は降車の介助」

を算定する事業所の体制等に係る届出に

ついて 

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新

たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出

を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と

同じ内容のサービスを行う場合は「身体介護中心型」を算定する

ことはできない。 

なお、要介護 4 又は要介護 5 の利用者に対して、通院等のため

の乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間

（20 分から 30 分程度以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を

行う場合には､その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定

単位数を算定できることとされているが、これは「通院等のための

乗車又は降車の介助」を算定する事業者を前提としていることか

ら、この場合も、新たに体制等の届出を行う必要がある。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

18 

3 

運

営 

通院等乗降

介助 

「通院等のための乗車又は降車の介助」

を算定するに当たり、「介護給付費算定に

係る体制等に関する届出」において、事業

所の指定において求められる「市町村意

見書」を添付しなくてもよいか。 

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、訪問介

護の「施設等の区分」については、事業所の運営規定において定

める「指定訪問介護の内容」に従って記載することとされている。 

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、「市町

村意見書」の添付は求めていないが、届出の内容は事業所の運

営規定において定める「指定訪問介護の内容」に合致していなけ

ればならない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

19 

3 

運

営 

通院等乗降

介助 

公共交通機関による通院・外出について 要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用し

て移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合に

は、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも

公共交通機関に含まれる。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

23 

3 

運

営 

介護予防訪

問介護（複

数事業所利

用） 

介護予防訪問介護や介護予防通所介護

については、月単位の定額制とされてい

るが、複数の事業所を利用することはでき

ないのか。 

月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防

通所介護などについては、複数の事業所を利用することはでき

ず、1 つの事業所を選択する必要がある。 

18.3.27 

介護制度改革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  

1 



3 

運

営 

介護予防訪

問介護（利

用回数等） 

介護予防訪問介護の利用回数や 1 回当

たりのサービス提供時間についての標準

や指針については示されないのか。 

介護予防訪問介護の利用回数や 1 回当たりのサービス提供時

間については、介護予防サービス計画において設定された目標

等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成

する介護予防訪問介護計画 に位置付けられる。実際の利用回

数やサービス提供時間については、利用者の状態の変化、目標

の達成度等 を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであり、

当初の介護予防訪問介護計画などに必ずしも拘束されるもので

はない。また、過小サービスになっていないか等サービス内容の

適切性については、介護予防支援事業者が点検することとされて

いる。 

18.3.27 

介 護 制 度 改 革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  

3 

3 

運

営 

介護予防訪

問介護（利

用回数等） 

(介護予防訪問介護）事業所として一律に

要支援 1 は週 1 回、要支援 2 は週 2 回と

いった形での取扱いを行うこととしてよい

か。 

具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者

の状況や提供すべきサービス内容等に応じ て適切に判断し、決

定されるものである。したがって、機械的に要支援 1 は週 1 回、

要支援 2 は週 2 回といった形での取扱を行うことは不適当であ

る。 

18.3.27 

介 護 制 度 改 革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  

4 

3 

運

営 

介護予防訪

問介護（利

用回数等） 

介護予防訪問介護については、定額報酬

であるので、利用者から平均的な利用時

間を倍以上超えたサービス提供を求めら

れた場合、これに応じなければサービス

提供拒否として基準違反になるのか。 

介護予防訪問介護の報酬については、月当たりの定額制とされ

ているが、これは、利用者の求めがあれば無定量にサービスを

提供する必要があるという趣旨ではなく、介護予防サービス計画

や介護予防訪問介護計画に照らし、設定された目標の達成のた

めに介護予防給付として必要な程度の水準のサービスを提供す

ることで足りるものである。なお、この必要な水準は、平均的な利

用時間によって判断すべきものではなく、あくまでも、利用者の状

態及び必要とされるサービス内容に応じ、サービス担当者会議等

の所要のプロセスを経て、予防給付としての必要性の観点から判

断すべきものであることに留意する必要がある。 

18.3.27 

介 護 制 度 改 革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  

6 



3 

運

営 

介護予防訪

問介護（支

給の可否） 

介護予防訪問介護は、家族がいる場合や

地域の支え合いサービスがあれば、まっ

たく支給できないのか。 

訪問介護については、現行制度においても、掃除、洗濯、調理な

どの日常生活の援助については、「利用者が単身、家族が障害・

疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に

行われるもの」と位置付けられているところである。介護予防訪問

介護については、更に、自立支援の観点から、本人ができる行為

は本人が行い、利用者の家族、地域住民による支え合いや他の

福祉サービスの活用などを重視しているところである。したがっ

て、家族がいる場合や地域の支え合いサービスがあるからといっ

て、一律に支給できないわけではないが、こうした観点を踏まえ、

個別具体的な状況をみながら、適切なケアマネジメントを経て、慎

重に判断されることになる。 

18.3.27 

介護制度改革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  

8 

3 

運

営 

介護予防サ

ービス（定額

報酬の範

囲） 

介護予防通所介護、介護予防訪問介護

等の定額制のサービスを利用している者

から、介護予防ケアマネジメント、介護予

防通所介護計画等に基づくサービスとは

別に、あくまで利用者の個人的な選好に

よるサービスの提供が当該事業者に対し

て求められた場合、当該サービスについ

ては、定額報酬の対象外ということでよい

か。 

介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマネジ

メント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスであり、これと

は別にあくまで本人の選好により当該事業者に対して求められた

サービスについては、介護保険による定額払いの対象とはならな

いものである。 

18.4.21 

介護制度改革

information 

vol.96 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.3) 

17 



3 

運

営 

サービス提

供責任者の

兼務 

指定訪問介護事業所が指定居宅介護事

業所の指定も併せて受けており、指定訪

問介護事業所におけるサービス提供責任

者が指定居宅介護事業所のサービス提

供責任者を兼務している場合、「指定居宅

サービス等の人員、設備及び運営に関す

る基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号。以

下「指定基準」という。）の違反になるので

はないか。 

指定訪問介護事業所におけるサービス提供責任者は、指定基準

において、「専らその職務に従事する者でなければならない」とさ

れているが、訪問介護事業所が「障害者自立支援法に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準について」（平成 18 年 12 月 6 日障発第 1206001 号）に基づき

介護保険法上の指定を受けていることをもって指定居宅介護の

指定を受け、同一事業所で一体的に事業を運営している場合に

は、指定居宅介護のサービス提供責任者として兼務することは差

し支えない。ただし、以下の点に留意すること。 

1 指定基準において、指定訪問介護事業者が指定訪問介護事

業所ごとに置くべき訪問介護員等（介護福祉士又は訪問介護員

をいう。以下同じ。）の員数は、常勤換算方法で 2.5 以上とされて

いる。 

これは、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定めら

れたものであることから、訪問介護員等の常勤換算に当たって

は、本来、介護保険の被保険者に対するサービスに従事した時

間のみを算入すべきであるが、指定訪問介護事業所が指定居宅

介護を提供する場合にあっては、介護保険の被保険者に対して

サービスを提供し、なお、人員に余力がある場合に限り、指定居

宅介護に従事した時間も算入しても差し支えない。 

2 指定訪問介護事業所における管理者についても、指定基準に

おいて、専らその職務に従事する者でなければならないこととさ

れているが、指定訪問介護事業所の管理者としての業務に支障

がない場合には、指定居宅介護事業所における管理者と兼務し

て差し支えないこと。 

3 指定訪問介護の提供に当たる訪問介護員等の員数が常勤換

算方法で 2.5 に満たない場合であって、指定居宅介護の提供を

行うことにより、介護保険の被保険者の申込に応じて指定訪問介

護の提供ができないときは、指定基準第 9 条に規定する指定訪

問介護の提供拒否の正当な理由には該当しないこと。 

4 指定訪問介護と指定居宅介護との経理を明確に区分して実施

すること。 

19.10.25 

事務連絡 

介護保険最新

情報 vol.22 

介護保険法に

基づく指定訪問

介護事業所が

障害者自立支

援法に基づく居

宅介護を行う場

合の取扱い 

  



3 

運

営 

同居家族等

がいる場合

における訪

問介護サー

ビス及び介

護予防訪問

介護サービ

スの生活援

助等の取扱

いについて 

同居家族等がいる場合における訪問介護

サービス及び介護予防訪問介護サービス

の生活援助等の取扱いについて 

 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予

防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについては、自立支

援に資する必要なサービスが提供されるという介護保険の基本

理念に基づき、従来より下記のとおりの取扱いとしてきたところで

あり、厚生労働省としては、全国会議等を通じて周知を図ってき

たところであります。 

 介護保険制度においては、利用者の状況に応じた適切なケア

プランに基づき利用者に必要なサービスが提供されるべきである

ところ、一部の市町村においては、個別具体的な状況を踏まえな

いで、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的

にサービスに対する介護給付の支給の可否について決定してい

るとの情報が寄せられていることから、各都道府県におかれまし

ては、管下の市町村に対して、訪問介護サービス及び介護予防

訪問介護サービスにおける「同居家族等」については、下記のと

おりの取扱いである旨を改めて周知を徹底していただくとともに、

介護サービス事業者、関係団体、利用者等に対しても幅広く情報

提供していただきますようお願いいたします。 

 １ 訪問介護サービスのうち、「生活援助」については、「指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１２年

厚生省告示第１９号）において、「単身の世帯に属する利用者又

は家族若しくは親族（以下「家族等」という。）と同居している利用

者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用

者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」に対して

行われるものとしており、さらに、「指定居宅サービスに要する費

用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」（平成１２年老企第３６号）において、「障害、疾病のほ

か、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情

により、家事が困難な場合」に行われることとしている。 

 この趣旨は、同様のやむを得ない事情とは、障害、疾病の有無

に限定されるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的

に判断されるというものである。したがって、市町村においては、

19.12.20 

同居家族等が

いる場合におけ

る訪問介護サー

ビス及ぴ介護予

防訪問介護サ

ービスの生活援

助等の取扱い

について vol.26 

  



同居家族等の有無のみを判断基準として、一律に介護給付の支

給の可否を機械的に判断しないようにされたい。 

 ２ 介護予防訪問介護サービスについては、「指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準」（平成１８年厚生労働省令第３５号）において、「利用者が、可

能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利

用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他

の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければなら

ないこと」としているが、上記１と同様に、市町村においては、同

居家族等の有無のみを判断基準として、一律に予防給付の支給

の可否を機械的に判断するのではなく、個々の利用者の状況に

応じて、適切に判断されたい。 



3 

運

営 

同居家族等

がいる場合

における訪

問介護サー

ビス等の生

活援助等の

取扱いにつ

いて 

同居家族等がいる場合における訪問介護

サービス及び介護予防訪問介護サービス

の生活援助等の取扱いについて 

標記については、「同居家族等がいる場合における訪問介護サ

ービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱い

について」（平成１９年１２月２０日付老健局振興課事務連絡）及

び平成２０年２月２７日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長

会議資料等を通じて、訪問介護サービス等の生活援助等の提供

にあたっては、利用者が１人暮らしであるか又は同居家族等の障

害、疾病の有無に限定されるものではなく、適切なケアプランに

基づき、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるもの

であることを改めて周知するとともに、管内市町村、介護サービス

事業者、関係団体、利用者等に幅広く情報提供していただくよう

お願いしているところです。 

  しかしながら、先般の国会審議等で、依然として同居家族等の

有無のみにより生活援助の提供が判断されていると指摘されて

いることから、各都道府県におかれては、管内の市町村に対し

て、生活援助等において同居家族等がいることのみを判断基準

として、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否

について決定することがないよう、改めて周知徹底していただくよ

うお願いいたします。 

    なお、訪問介護サービスにおける生活援助の考え方につい

て、具体的なケアマネジメントツールを作成している保険者（川崎

市）もありますので、併せて情報提供させていただきます。 

20.8.25 

同居家族等が

いる場合におけ

る訪問介護サー

ビス等の生活援

助等の取扱い

について vol.41 

  

3 

運

営 

具体的なサ

ービス内容 

訪問介護計画に位置づけられる具体的な

サービス内容とは何を指すか。 

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（平成１２

年３月１７日老計第１０号）を参照されたい。 なお、同通知の別紙

１の１－０（サービス準備・記録等）及び２－０（サービス準備等）

の時間は、所要時間に含まれるものである。 

※ 別紙は省略。 

21.3.23 

介護保険最新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

21 



3 

運

営 

所要時間の

変更 

利用者の当日の状況が変化した場合であ

っても、所要時間の変更は、計画に位置

づけられた時間であるため、変更はできな

いのか。 

例えば、当日の利用者の状態変化により、訪問介護計画上、全

身浴を位置づけていたが、清拭を提供した場合や訪問介護計画

上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行

った場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が

連携を図り、介護支援専門員が必要と認める（事後に介護支援

専門員が必要であったと判断した場合を含む。）範囲において、

所要時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画

及び居宅サービス計画は、必要な変更を行うこと。 

21.3.23 

介護保険最新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

22 

3 

運

営 

身体介護を

特別な事情

により複数

の利用者に

対して行う場

合 

身体介護について、「特別な事情により複

数の利用者に対して行う場合は、１回の

身体介護の所要時間を１回の利用者の人

数で除した結果の利用者１人当たりの所

要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」と

あるが、この場合も、平成１２年老企第３６

号通知第二２(4)②のただし書に規定され

た「夜間、深夜、早朝の時間帯に提供する

指定訪問介護についてはこの限りでな

い。」の適用はあるか。 

(4)②のただし書は、通常の１対１のサービス提供時に適用される

ものであり、１人の訪問介護員等が複数の利用者に対し同時に

サービス提供を行う場合は、(4)②のただし書は適用されない。 

したがって、問のケースにおいて、全体の所要時間を１回の利用

者の人数で除した結果が２０分未満となる場合は、夜間、深夜、

早朝の時間帯に提供した場合であっても、訪問介護費の算定は

できない。なお、具体的な内容については、介護報酬にかかるＱ

＆Ａ（平成１５年４月版）（Ｖｏｌ．１）Ｑ１を参照されたい。 

21.3.23 

介 護 保 険 最 新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

23 

H24.3 

削除 

3 

運

営 

2 時間未満

の間隔 

「概ね２時間未満の間隔で指定訪問介護

が行われた場合には、それぞれの所要時

間を合算する」とあるが、概ね２時間未満

の間隔とは、いつの時点からいつの時点

までを指すのか。 

居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開

始時をいうものとする。また、当該規定は「通院等のための乗車

又は降車の介助」の単位を算定する場合には適用されない。 ※

本Ｑ＆Ａの発出に伴い介護報酬にかかるＱ＆Ａ（平成１５年４月

版）（Ｖｏ ｌ．１）Ｑ１１は削除する。なお、Ｑ１２及び１３については

今後とも同様の取扱いをされたい。 

21.3.23 

介 護 保 険 最 新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

24 

3 

運

営 

適切な訪問

介護サービ

ス等の提供

について 

適切な訪問介護サービス等の提供につい

て 

訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第

８条等に規定されているほか、「訪問介護におけるサービス行為

ごとの区分等について」（平成 12 年老計第 10 号通知。以下「老

計 10 号」という。）において示しているところですが、そのサービ

ス行為ごとの区分は、例示として示したものであり、適切なケアマ

ネジメントに基づくものであって、かつ保険者の個別具体的な判

断により必要と認められるサービスについては、保険給付の対象

となります。 

21.7.24 

介護保険最新

情報 vol.104 

適切な訪問介

護サービス等の

提供について 

  



こうした介護保険制度の趣旨を踏まえ、各都道府県におかれまし

ては、訪問介護サービス等が保険給付の対象となるかについて

は下記のとおりの取扱いである旨を、管内の市区町村に対して改

めて周知していただきますとともに、介護サービス事業者、関係

団体、利用者等に対して幅広い情報提供をしていただくようお願

いいたします。 

 

１ 保険者にあっては、利用者にとって真に適切な介護保険サー

ビスが提供されるよう、行為の内容のみで一律機械的に保険給

付の支給の可否を判断することなく、必要に応じて介護支援専門

員等からの情報を得るなどし、個々の利用者の状況等に応じた

判断をされたいこと。 

 

２ 例えば、「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常生

活動作向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態

で行うものであって、利用者の自立支援に資する（例えば、ケアプ

ランにおける長期目標又は短期目標等に示された目標を達成す

るために必要な行為である）ものとしてケアプランに位置づけられ

るような場合については、老計 10 号別紙「１ 身体介護」の「１－

６ 自立生活支援のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ向上の

観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り

等）」に該当するものと考えられることから、保険者が個々の利用

者の状況等に応じ必要と認める場合において、訪問介護費の支

給対象となりうるものであること。 

※ 別紙は省略。 

３

運

営 

生活援助の

時間区分の

見直し 

今般の生活援助の時間区分の見直しによ

り、従前の６０分程度や９０分程度の生活

援助は提供できなくなるのか。 

 

今般の介護報酬改定により、生活援助の時間区分が２０分以上

４５ 分未満と４５分以上の２区分と見直されたが、これは必要な

サービス量の上限等を付したわけではなく、利用者個々の状況に

応じた介護支援専門員とサービス提供責任者による適切なアセ

スメント及びケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じた

必要な量のサービスを提供するべきであることは従前どおりであ

る。 

24.3.16 

介護保険最新

情報 Vol.267 

H24 年度報酬改

定 Q&A Vol.1 

9 



また、この見直しにより、これまで提供されてきたサービスを利用

者の意向等を踏まえずに、新たな時間区分に適合させることを強

いるものであってはならず、適切なアセスメントとケアマネジメント

に基づき、見直し以前に提供されていた６０分程度のサービスや

９０分程度のサービスを４５分以上の生活援助として位置付け、

見直し後も継続して提供することは可能である。 

また、必要に応じて見直し以前に提供されていたサービスに含ま

れる行為の内容を再評価し、例えば、１回のサービスを午前と午

後の２回に分けて提供することや、週１回のサービスを週２回とす

る等、より利用者の生活のリズムに合わせた複数回の訪問により

対応することも可能である。 

３

運

営 

生活援助の

時間区分の

見直し 

生活援助における「買い物」サービスにつ

いて、利用者宅に訪問するための移動中

に商品を購入することは可能か。 

訪問介護においては、居宅において提供されるサービスとして位

置付けられており、生活援助における「買い物」サービスを行う場

合、訪問介護員等は利用者の自宅に立ち寄ってから、購入すべ

き食品又は日用品等を利用者に確認し、店舗に向かうこととして

きたが、前回訪問時あるいは事前の電話等により利用者から購

入すべき商品を確認した上で、事業所等から店舗に向い、商品を

購入後、利用者の居宅に向かうことができるものとする。 

なお、この場合の訪問介護の所要時間については、店舗での買

い物に要する標準的な時間及び利用者の居宅における訪問介

護に要する標準的な時間を合算したものとすること。 

24.3.16 

介護保険最新

情報 Vol.267 

H24 年度報酬改

定 Q&A Vol.1 

10 

３

運

営 

介護予防訪

問介護 

提供時間 

訪問介護では、時間区分の見直しが行わ

れたが、介護予防訪問介護のサービス提

供時間に変更はあるのか。 

介護予防訪問介護のサービス提供時間は、予め介護予防支援

事業者による適切なアセスメントにより作成された介護予防サー

ビス計画に設定された生活機能向上に係る目標を踏まえ、必要

な程度の量を介護予防訪問介護計画に位置づけられるものであ

り、今回の改定において変更はない。 

なお、サービス提供時間に一律に上限を設けることや、利用者の

生活機能の改善状況にかかわらず同じ量のサービスを継続して

行うことは不適切であり、利用者が有する能力の発揮を阻害する

ことのないよう留意されたい。また、サービスの必要な量や内容

の変更にあたっては、介護予防支援事業者と十分な連携を図り、

介護予防サービス計画との整合性を図る必要がある。 

24.3.16 

介護保険最新

情報 Vol.267 

H24 年度報酬改

定 Q&A Vol.1 

122 



4 

報

酬 

訪問介護の

出張所に係

る地域区分

の適用 

Ａ市（特甲地）に本拠地のある訪問介護事

業所が、Ｂ市（乙地）に出張所（サテライト

事業所）を持っている場合、この出張所に

常勤している訪問介護員が行う訪問介護

は、地域区分として、乙地で請求すること

になるのか。 

 本拠地の特甲地ではなく、訪問介護を提供した出張所（サテラ

イト事業所）の地域区分である乙地の区分で請求することにな

る。  明細書の記載としては、「請求事業者欄」には、事業所番

号が附番されているＡ市にある事業所の状況を記載することにな

るが、給付費明細欄にある「摘要欄」に「ＳＴ」（サテライト事業所の

略称の意味）を記載し、「請求額集計欄」にある「単位数単価」は

乙地の 10．35 円／単位を記載する。 

12.5.15 事務連

絡 

介護保険最新

情報 vol.74  

介護報酬等に

係る Q&A vol.3 

Ⅱ 

4 

報

酬 

運転中の介

護報酬の算

定 

指定訪問介護事業所の指定を受けている

タクシー会社（いわゆる介護タクシー）にお

いて訪問介護員の資格を有する運転手

が、タクシーを運転して通院・外出介助を

行う場合は、運転中の時間も含めて介護

報酬を算定してよいか。 

居宅を訪問した訪問介護員がタクシー運転手のみの場合は、運

転中は運転に専念するため介護を行い得ず、また、移送（運転）

の行為は、訪問介護サービスに含まれないことから、運転中の時

間は介護報酬の算定対象とはならない。 

ただし、利用者の心身の状態等から走行中にも介護の必要があ

り、運転手以外に同乗した訪問介護員が介護を行うのであれば、

走行中に行う介護の時間も介護報酬の算定対象となる。 

13.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

２ 

4 

報

酬 

通院・外出

介助に係る

報酬算定の

仕方 

いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に

関し、乗車前の更衣介助等のサービスと

降車後の移動介助等のサービスにつき、

当該サービスを一連の行為とみなして当

該サービス時間を合計して報酬算定する

のか、それとも、それぞれの時間に応じて

別途に報酬算定するのか。 

いわゆる介護タクシーによる移送等、介護保険の対象でないサ

ービス（以下「保険外サービス」）が訪問介護等のサービスと継続

して同じ利用者に提供された場合、当該保険外サービスとその前

後の訪問介護等のサービスが一連性を有することが明らかであ

ることから、一連のサービス提供時間のうち、介護保険の対象と

なるサービス提供時間分を合計した時間に基づき報酬を算定す

べきである。したがって、乗車前と降車後のサービス提供時間を

合計した時間により、訪問介護費のいずれの報酬区分に該当す

るかを判断することとなる。 

例えば、下記のようなサービス形態の場合は、30 分未満の身体

介護 1 回として報酬算定することとする。 

 声かけ・説明（2 分）→健康チェック、環境整備等（5 分）→更衣

介助（5 分）→居室からの移動・乗車介助（5 分）→気分の確認（2

分）→移送（介護保険対象外）→降車介助・院内の移動・受診等

の手続（5 分） 

13.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

３ 



4 

報

酬 

保険給付の

対象となる

通院・外出

介助 

通院・外出介助のサービスを提供する場

合において、乗車前・降車後のサービスで

あれば、どのようなものであっても介護報

酬の対象となるのか。 

保険給付対象として評価される身体介護のサービス行為は、要

介護・要支援であるがために必要とされる行為に限られ、また、

車の乗降介助などの各動作ごとに区分されるのではなく、健康チ

ェックなどの準備やサービス後の後始末も含め、一連のサービス

の流れによって区分される（「訪問介護におけるサービス行為ごと

の区分等について(H12.3.17 厚生省老人保健福祉局計画課長通

知）」参照）。例えば、家の中での着替え介助、ベッドから車椅子

等への移乗介助、家の中からタクシーまでの移動介助、病院内

での移動や受付の介助、会計の援助等であって、そのような援助

がなければ通院が困難な者に対して真に必要なサービスを提供

する場合に、その一連のサービス行為が保険給付の対象として

評価されるものである。 

したがって、病院において要介護者が受診している間、介護等を

行わず単に待っている時間や、訪問介護員の資格を有するタクシ

ー運転手が、単にタクシーのドアを開けて要介護者が乗車するの

を待っているような行為について、保険給付の対象とすることは

適切でない。 

13.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

４ 

4 

報

酬 

指定訪問介

護事業者が

行う理美容

サービス 

指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際

に理美容サービスを提供した場合、その

時間を含めて介護報酬を算定してよい

か。 

「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介

護その他の日常生活上の世話（介護保険法第 7 条第 6 項）であ

って、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為について

は、訪問介護サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定

対象ともならない。 

理美容サービスについては、短期入所サービス及び施設サービ

スにおいては、滞在期間中に必要となることも想定されるため、こ

れらのサービスの一環として、事業所・施設がサービスの内容及

び費用について利用者等から同意を得て理美容を提供した場

合、実費相当額を「日常生活に要する費用」として利用者等から

支払いを受けることができる。訪問系サービスや通所系サービス

においては、当該サービスの提供時間中に理美容が必要となる

ことは考えにくく、これらの事業所が理美容サービスを行う場合

は、これらのサービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサ

ービスとして行うこととなる。 

14.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係る Q&A 

Ⅲ２ 



また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必

要がある場合は、介護予防・生活支援事業の訪問理美容サービ

ス事業を積極的に活用して対応されたい。 

4 

報

酬 

「身体介護」

及び「生活

援助」の区

分 

「訪問介護の内容が単なる本人の安否確

認や健康チェックであり、それに伴い若干

の身体介護又は生活援助を行う場合に

は､訪問介護費は算定できない。」とされ

ているが、具体的な内容について 

これは単なる本人の安否確認や健康チェックは訪問介護として算

定できないことを規定しており、例えば､訪問介護事業所を併設し

た高齢者向け集合住宅における訪問介護の利用実態を想定して

いる。深夜時間帯を含め 24 時間対応するいわゆる巡回型の訪

問介護のサービス内容については、一般的には、身体介護を中

心とした介護として訪問介護費（身体介護中心型）を算定できる 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

4 

4 

報

酬 

訪問介護の

所要時間 

「訪問介護を 1 日に複数回算定する場合

にあっては、算定する時間の間隔は概ね

2 時間以上とする。」にいう「概ね」の具体

的な内容について 

「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者

個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

12 

4 

報

酬 

訪問介護の

所要時間 

「訪問介護を 1 日に複数回算定する場合

にあっては、算定する時間の間隔は概ね

2 時間以上とする。」とされているが、複数

の事業者により提供する場合の扱いにつ

いて 

当該取扱いは同一事業者によるサービス提供に限られなく、複数

の事業者によるサービス提供にも適用される。（なお複数の事業

者の場合訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられ

る。） 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

13 

4 

報

酬 

訪問介護の

所要時間 

「一人の利用者に対して複数の訪問介護

員等が交代して訪問介護を行った場合

も、1 回の訪問介護としてその合計の所

要時間に応じた所定単位数を算定する。」

とされているが、複数の事業者により提供

する場合の取扱について 

一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介

護を行った場合は、訪問介護員等の交代の有無に関わらず、1

回の訪問介護として算定することとしている。 

これは複数の事業者からの複数の訪問介護員等が交代して訪

問介護を行う場合にも適用される。（なお複数の事業者の場合訪

問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられる。） 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

14 



4 

報

酬 

生活援助中

心型の算定 

生活援助中心型を算定するに当たり、「居

宅サービス計画に生活援助中心型の訪

問介護を位置付ける場合には、居宅サー

ビス計画書に生活援助中心型の算定理

由その他やむを得ない事情の内容につい

て記載するとともに、生活全般の解決す

べき課題に対応して、その解決に必要で

あって最適なサービスの内容とその方法

を明確に記載する必要がある。」とされて

いるが、その具体的内容について 

居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける

場合には、居宅サービス計画書第 1 表の「生活援助中心型の算

定理由」欄に○を付す（「3．その他に○を付す場合はその事情の

内容について簡潔明瞭に記載する）とともに、居宅サービス計画

書第 2 表の「目標（長期目標・短期目標）」、（「長期目標」及び「短

期目標」に付する）「期間」､「サービス内容」欄などについても明

確に記載する必要がある。 

こうした適切なアセスメント等が行われていない場合、当該居宅

サービス計画に係る生活援助中心型の訪問介護については、不

適切な給付として返還を求め得るものである。 

居宅サービス計画書の具体的な記載要領については、「介護サ

ービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」

（平成 11 年 11 月 12 日老企 29 号）を参照すること。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

15 

4 

報

酬 

２人の訪問

介護員等に

よる訪問介

護の取扱 

2 人の訪問介護員等による訪問介護の算

定方法について 

例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする

訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建物の 2 階以上

の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の

状況等により、2 人の訪問介護員等によるサービス提供が必要と

なった場合は、2 人の訪問介護員等によるサービス提供時間に

応じた所定単位数の 100 分の 200 に相当する単位数を算定する

ため「二人の介護員等の場合」のサービスコードにより請求する。 

ただし、上記の場合において、例えば、2 人の訪問介護員等が入

浴介助を行い、その後、一人の訪問介護員等が生活援助を行う

場合は､2 人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体の

サービス提供時間に占める割合が小さく、該当するサービスコー

ドが存在しないため、便宜上それぞれの訪問介護員等のサービ

ス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに所定単位数を算定する

こととする。 

（例） 

訪問介護員Ａ 身体介護中心型（入浴介助の所要時間）を算定 

訪問介護員Ｂ 身体介護中心型に生活援助を加算して算定 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

16 



4 

報

酬 

特別地域加

算 

特別地域加算を意識的に請求しないこと

は可能か。 

加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図

る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するので

はなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則で

ある。 

ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情

がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者

について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

17 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

要支援者に対する「通院等のための乗車

又は降車の介助」について 

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は

要介護者に限られる。 

ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送

中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従

来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

20 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

往路は家族等が対応し、復路は「通院等

のための乗車又は降車の介助」を算定す

ることはできるか。 

「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。

したがって、所定の算定用件を満たす場合は復路について算定

できる 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

21 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

1 日に複数の医療機関を受診する場合

に、医療機関から医療機関への移送に伴

う介護について「通院等のための乗車又

は降車の介助」を算定できるか 

居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院

内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介

護として算定することはできない。したがって、医療機関から医療

機関への移送に伴う介護については､「通院等のための乗車又は

降車の介助」を算定することはできない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

22 



4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

通院等のための乗車・降車の介助の前後

に連続して行われる外出に直接関連する

身体介護（移動・移乗介助、整体整容・更

衣介助、排泄介助等）は別に算定できる

のか。 

「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行わ

れる行為のうち、外出に直接関連する身体介護（移動・移乗介

助、整体整容・更衣介助、排泄介助等）については、 

・居室内での準備や通院先での院内の移動等の介助など、通院

等のための乗降介助の前後に連続して行われる身体介護の所

要時間や内容に関わらず「身体介護中心型」を算定できず、「通

院等のための乗車又は降車の介助」を算定することになる。 

・ただし、要介護 4 または要介護 5 の利用者に対して、通院等の

ための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所

要時間（20 分から 30 分程度以上）を要しかつ手間のかかる、外

出に直接関連する身体介護を行う場合に限り、その所要時間（運

転時間を控除する）に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を

算定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介

助」の所定単位数を併せて算定することはできない。 

（例）（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助

や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを

押して自動車へ移動介助する場合。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

24 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

いわゆる介護タクシーにおける受診中の

待ち時間の取扱について 

「通院等のための乗車又は降車の介助」は通院等のための外出

に直接関連する身体介護の一連のサービス行為を包括評価して

いるため、通院先での受診中の待ち時間については、待ち時間

の長さや待ち時間における介護の内容に関わらず、「通院等のた

めの乗車又は降車の介助」を算定することとなり、別に、「身体介

護中心型」を算定できない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

25 



4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

「要介護 4 又は要介護 5 の利用者に対し

て、通院等のための乗車・降車の介助を

行うことの前後に連続して相当の所要時

間（20 分から 30 分程度以上）を要しかつ

手間のかかる身体介護を行う場合には、

その所要時間に応じた「身体介護中心型」

の所定単位数を算定できる。」にいう「前

後の所要時間」について 

要介護 4 又は要介護 5 の利用者に対して、「身体介護中心型」を

算定するためには、通院等のための乗車・降車の介助を行うこと

の前又は後に連続して行われる手間のかかる、外出に直接関連

する身体介護の所要時間は 20～30 分程度以上を要する。このと

き、前後の所要時間を算定できない。 

（なお、「身体介護中心型」を算定する場合の算定対象時間は運

転時間を控除して所要時間を通算する。） 

（例） 

例①は乗車前に 20 分の「外出に直接関連する身体介護」を行っ

ているため、身体介護中心型として算定できる。乗車前及び降車

後の所要時間を通算して 25 分の身体介護として身体介護中心

型（所要時間 30 分未満）を算定する。 

例②は乗車前又は降車後に 20～30 分程度以上の「外出に直接

関連する身体介護」を行っていないため、身体介護中心型として

算定できず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定す

る。 

 

① 運転前に 20 分の移乗・移動介助及び乗車介助、運転後 5 分

の降車介助及び移乗・移動介助→身体介護中心型を算定可 

② 運転前に 10 分の移乗・移動介助及び乗車介助、運転後 10

分の降車介助及び移乗・移動介助→身体介護中心型を算定不

可 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

26 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

通院等のための乗降介助の前後に連続

して行われる外出に直接関連しない身体

介護（入浴介助・食事介助等）や生活援助

（調理・清掃等）は別に算定できるのか。 

「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行わ

れる行為のうち、外出に直接関連しない身体介護（入浴介助・食

事介助等）については、その所要時間が 30 分～1 時間程度以上

を要しかつ身体介護が中心である場合に限り、外出に直接関連

しない身体介護及び通院・外出介助を通算した所要時間（運転時

間を控除する）に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定

できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」

の所定単位数は算定できない。 

また、生活援助については、当該生活援助の所要時間が所定の

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

27 



要件を満たす場合に限り、その所要時間に応じた「生活援助中心

型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院のための

乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できる。 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

通院・外出介助において、利用者の状況

等により、2 人の訪問介護員等によるサ

ービス提供が必要となった場合の取扱い

について 

通院・外出介助において、1 人の訪問介護員等が車両に同乗し

て気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合

は、当該訪問介護員等は「身体介護中心型」を算定するが、この

とき、当該車両を運転するもう 1 人の訪問介護員等は、サービス

行為の所要時間や内容に関わらず、別に「通院等のための乗車

又は降車の介助」を算定することはできない。 

ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重い利用者

に重介護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレベータ

ーの無い建物の 2 階以上の居室から外出させる場合など、利用

者の状況等によりやむを得ずに 2 人の訪問介護員等によるサー

ビス提供が必要となった場合に限り、2 人の訪問介護員等による

サービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の 100 分の 200

に相当する単位数を算定できる。また、上記の場合において、例

えば、2 人の訪問介護員等が移動介助・乗車介助を行う場合は、

2 人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体のサービス

提供時間に占める割合が小さいため、それぞれの訪問介護員等

のサービス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中

心型」を算定できる。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

28 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

別に同乗する訪問介護員等が「通院等の

ための乗車又は降車の介助」のみを行

い、移送中に介護を全く行わない場合の

取扱いについて 

車両を運転する訪問介護員等とは別に訪問介護員等が同乗する

場合であっても、当該同乗する訪問介護員等が「通院等のための

乗車又は降車の介助」のみを行い、移送中の気分の確認など移

送中に介護を全く行わない場合については、「通院等のための乗

車又は降車の介助」と実質的に同じ内容のサービスであるので、

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することとし、「身

体介護中心型」は算定できない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

29 

4 

報

酬 

通院等乗降

介助 

居宅サービス計画に「通院等のための乗

車又は降車の介助」を位置付けるときに、

アセスメントが適当に行われていない場

合の取扱について 

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当

たっては、適切なアセスメントを通じて、居宅サービス計画に位置

付ける必要があると規定されており、こうしたアセスメントが行わ

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

30 



れていない場合、「通院等のための乗車又は降車の介助」は不

適切な給付として返還を求めるものである。 

4 

報

酬 

介護給付費

の割引き 

訪問介護について、身体介護のみに割引

を適用することはできるか。 

事業所毎、介護サービスの種類毎に複数の割引率を設定できる

こととしたため､身体介護のみを割り引くことはできない。 

また、時間帯・曜日・歴日により複数の割引率を設定するため、

サービスコードごとに割り引くことはできない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

1 

4 

報

酬 

介護給付費

の割引き 

サービスの提供時間帯による割引率を設

定した場合に､割引が適用されるのはそ

の時間帯にサービス提供を開始したとき

か。 

夜間・早朝、深夜加算と同じく､訪問介護のサービス開始時刻が

割引の対象となる時間帯にある場合に､当該割引を適用すること

を原則とする。 

ただし、割引の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全

体のサービス提供時間に占める割合が大きいあるいは小さい場

合は、事業所毎に当該割引の適用の有無を決めてよい。例え

ば、割引率の適用条件を「午後 2 時から午後 4 時まで」としてい

る場合に、 

①サービス開始時刻が午後 1 時 30 分、終了時刻が午後 3 時 30

分のサービスについては、事業所の判断により、2 時間のサービ

ス全体に割引率を適用してもよい。 

②サービス開始時刻が午後 3 時 30 分、終了時刻が午後 5 時 30

分のサービスについては、事業所の判断により、2 時間のサービ

ス全体に割引率を適用しなくてもよい。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

2 

4 

報

酬 

3 人以上の

訪問介護員

による訪問

介護 

同時に 3 人以上の訪問介護員等が 1 人

の利用者に対して訪問介護を行った場合

は、それぞれの訪問介護員等について訪

問介護費を算定できるか。 

例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする

訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建物の 2 階以上

の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の

状況等により、複数の訪問介護員等によるサービス提供が必要

となった場合は、2 人の訪問介護員等によるサービス提供に限

り、訪問介護費を算定できる（このとき、所定単位数の 100 分の

200 に相当する単位数を算定する。）同時に 3 人以上の訪問介

護員等が 1 人の利用者に対して訪問介護を行った場合は､それ

ぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できなく、2 人の

訪問介護員に限り算定できる。 

15.6.30 

事務連絡 

介護保険最新

情報 vol.153 

介護報酬に係る

Q&A(vol.2） 

1 



4 

報

酬 

訪問介護と

家政婦との

区分 

午前中に「訪問介護」を実施し､午後に利

用者と当該ヘルパーの間の契約による

「家政婦」としてサービス提供を行った場

合に､訪問介護費を算定できるか。 

いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家

政婦について､1 回の訪問に係る滞在時間において、介護保険に

よる「訪問介護」と個人契約による「家政婦」としてのサービスが

混合して行われる場合､訪問介護のサービス内容が明確に区分

して居宅サービス計画に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」

としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場

合に限り､当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費

を算定できる。 

また、この際､できるだけ個人契約による「家政婦」としてのサービ

スも居宅サービス計画に明記することとする。 

15.6.30 

事務連絡 

介護保険最新

情報 vol.153 

介護報酬に係る

Q&A(vol.2） 

2 

4 

報

酬 

介護予防訪

問介護（利

用回数等） 

介護予防訪問介護について、当初、週 2

回程度の(Ⅱ）型を算定していたものの、

月途中で状況が変化して週 1 回程度のサ

ービス提供となった場合の取扱いはどの

ようにすればよいか。 

状況変化に応じて、提供回数を適宜、変更することとなる。なお、

その際、報酬区分については、定額報酬の性格上、月途中で変

更する必要はない。なお、状況の変化が著しい場合については、

翌月から、支給区分を変更することもありうる。 

18.3.27 

介護制度改革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  

5 

4 

報

酬 

1 時間以上

の生活援助

中心型サー

ビスの具体

的内容 

訪問介護のうち生活援助中心型の 1 時間

以上の報酬額が定額となっているが、具

体的な内容如何。 

生活援助中心型については、訪問介護計画などで決められた時

間が、1 時間以上であったとしても、さらに加算されることはなく、

定額の報酬が支払われることになる。ただし、これは必要なサー

ビス量の上限を付したわけではなく、ケアプランや訪問介護計画

に基づく必要な量のサービスを提供することが必要であるのは、

従前どおりである。 

18.3.27 

介 護 制 度 改 革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  
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削除 

 

4 

報

酬 

特定事業所

加算 

訪問介護における特定事業所加算の算

定要件については、毎月満たしていなけ

ればならないのか。また、要件に該当しな

いことが判明した場合の取扱いはどのよ

うになるのか。 

基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たして

いる必要がある。要件に該当しないことが判明すれば、その時点

で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。 

18.3.27 

介 護 制 度 改 革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  

28 



4 

報

酬 

特定事業所

加算 

訪問介護の特定事業所加算を取得すれ

ば、利用者の自己負担も増加することに

なるが、加算を取得した上で、負担軽減の

ため、特定の利用者に対して加算を行わ

ないという取扱いをすることは可能か。 

加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けること

は、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりか

ねないと考えられるので認められない。したがって、加算を取得

するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちら

かを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要があ

る。 

18.3.27 

介 護 制 度 改 革

information 

vol.80 

平成 18 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.2)  
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報

酬 

介護予防サ

ービス等の

介護報酬の

算定等 

介護予防訪問介護等の定額報酬サービ

スを利用している者が、月途中から公費

適用となった場合、日割り算定によること

としているが、月の途中から公費適用でな

くなった場合の取扱いについて如何。 

同様に日割り算定を行うこととしている 20.4.21 

事務連絡 

介護療養型老

人保健施設に

係る介護報酬

改定等に関する

Q&A 

22 

4 

報

酬 

所定時間に

よる単位数

の算定 

計画上の所要時間と訪問介護を実際に提

供した時間が異なっても、訪問介護計画

に明記された所要時間により所定単位数

を算定するのか。 

訪問介護の所要時間については、従前より「訪問介護計画に位

置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時

間」としているところである。また、運営基準第２４条において、訪

問介護計画には、提供するサービスの具体的内容、所要時間及

び日程等を明らかにすることとされている。  

したがって、訪問介護を実際に提供した時間が、訪問介護計画に

明記された所要時間を超えた又は下回った場合であっても、訪問

介護計画に位置づけられた内容の指定訪問介護を適切に行った

場合、訪問介護計画に明記された所要時間により、所定単位数

を算定することとなる。  

なお、訪問介護計画については、事前にサービス提供責任者が

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を

得ること。  

また、訪問介護計画に明記された所要時間と訪問介護を実際に

提供した時間が著しく又は恒常的に乖離する場合等は、再度、利

用者に十分な説明を行うとともに、介護支援専門員と調整の上、

必要に応じ訪問介護計画の見直しを図ること。 

21.3.23 

介護保険最新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

20 

H26 

削除 



4 

報

酬 

特定事業所

加算 

特定事業所加算は要件が見直されたが、

現に加算を取得していた事業所に対する

経過措置はないのか。 

今回の改定で、特定事業所加算の要件が変更になったため、現

に加算を取得している事業所についても、平成２１年４月以降も

継続して加算を算定する場合については、新たに届出（変更）が

必要となる。 

 なお、現に特定事業所加算を取得している事業所について、要

件の見直しにより、当該加算の算定ができなくなることのないよ

う、次の経過措置を設けるものとする。 

① 現に特定事業所加算（Ⅰ）を算定している事業所  

次のイ又はロにおける、人材要件の「訪問介護員等要件」は、算

定日の属する月の前月の割合で判定しても差し支えない。  

イ平成２１年２月より算定（１月に届出）している事業所について

は、平成２１年４月の算定分 

ロ平成２１年３月より算定（２月に届出）している事業所について

は、平成２１年４月及び５月の算定分  

② 特定事業所加算を現に算定しているすべての事業所 

体制要件の「緊急時における対応の明示」については、平成２１

年４月末までに行うことを予定していることをもって、要件を満た

すこととする。この場合、当該明示が平成２１年４月末までに行う

ことができなかった場合には、平成２１年５月分の特定事業所加

算は算定できない。 

21.3.23 

介 護 保 険 最 新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 
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削除 

4 

報

酬 

特定事業所

加算 

特定事業所加算の届出においての留意

事項を示されたい。 

特定事業所加算における届出については、次のとおりの取扱い

とする。 

 ① 訪問介護員等要件を満たすと届出を行い、特定事業所加算

（Ⅱ）を算定している事業所が、当該要件を満たさなくなったが、

サービス提供責任者要件は満たす場合→要届出（変更） 

 ② 訪問介護員等要件及びサービス提供責任者要件をともに満

たすと届出を行い、特定事業所加算（Ⅱ）を算定している事業所

が、一方の要件のみを満たさなくなった場合→要届出（変更） 

 ③ 訪問介護員等要件又は重度要介護者等対応要件を前年度

実績により届出を行い、特定事業所加算を算定している事業所

が、翌年度に当該要件を満たさなくなったが、前三月実績は満た

す場合→要届出（変更） 

21.3.23 

介護保険最新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

27 



4 

報

酬 

特定事業所

加算 

特定事業所加算における人材要件のう

ち、「サービス提供責任者要件」を月の途

中で満たさなくなった場合、加算の算定が

できなくなるのは、その当日からか。それ

とも、その翌月の初日からか。 

翌月の初日からとする。 

なお、前月の末日時点でサービス提供責任者要件を満たしてい

て、その翌月（以下、「当該月」という。）の途中で要件を満たさなく

なった場合、当該月の末日にその状態が解消した場合に限り、加

算要件は中断しないものとする。ただし、当該月に人員基準を満

たさなくなった場合はこの限りでない。 

21.3.23 

介 護 保 険 最 新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 
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報

酬 

特定事業所

加算 

特定事業所加算における「重度要介護者

等対応要件」における割合の算出におい

て、利用回数によることは可能か。 

重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実

人員を用いて算定するものとされているが、要介護４・５の者及び

認知症自立度Ⅲ以上の者に対し、頻回に対応しているか否かの

実態についても踏まえる観点から、利用回数を用いて算定するこ

とも差し支えない。 

例えば、下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算す

る（前年度の平均値の計算についても同様である。）。 

状態像 利用実績 

 
利用

者 

要介護

度 
認知症自立度 １月 ２月 ３月 

１ Ａさん 要介護１ － ２回 1 回 ２回 

② Ｂさん 要介護１ Ⅲ ４回 0 回 ４回 

３ Ｃさん 要介護２ － ４回 3 回 ４回 

４ Ｄさん 要介護２ － ６回 6 回 ４回 

５ Ｅさん 要介護２ － ６回 5 回 ６回 

⑥ Ｆさん 要介護３ Ⅲ ８回 6 回 ６回 

７ Ｇさん 要介護３ － 10 回 5 回 10 回 

⑧ Ｈさん 要介護４ Ⅲ 12 回 10 回 12 回 

⑨ Ｉさん 要介護５ Ⅱ 12 回 12 回 12 回 

⑩ Ｊさん 要介護５ Ｍ 15 回 15 回 15 回 

重度要介護者等合計 51 回 43 回 49 回 

合計 79 回 63 回 75 回 

（注１）一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用

者に関しては計算には含めない。 

（注２）例えば、利用者ＨさんやＪさんのように、要介護度４以上か

つ認知症自立度Ⅲ以上の者も「１人」又は「１回」と計算し、重複

21.3.23 

介 護 保 険 最 新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 
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計上はしない。 

① 利用者の実人数による計算 

・総数（利用者Ｂさんは２月の利用実績なし） 

 １０人（１月）＋９人（２月）＋１０人（３月）＝２９人 

・重度要介護者等人数（該当者Ｂ、Ｆ、Ｈ、Ｉ、Ｊさん） 

 ５人（１月）＋４人（２月）＋５人（３月）＝１４人 

したがって、割合は１４人÷２９人≒４８．３％≧２０％ 

② 利用回数による計算 

・総訪問回数 

 ７９回（１月）＋６３回（２月）＋７５回（３月）＝２１７回 

・重度要介護者等に対する訪問回数（該当者Ｂ、Ｆ、Ｈ、Ｉ、Ｊさん） 

 ５１回（１月）＋４３回（２月）＋４９回（３月）＝１４３回 

 したがって、割合は１４３回÷２１７回≒６５．９％≧２０％ 

 なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合であ

るが、実際には①か②のいずれかの率を満たせば要件を満た

す。また、当該割合については、特定の月の割合が２０％を下回

ったとしても、前年度又は前三月の平均が２０％以上であれば、

要件を満たす。 



4 

報

酬 

緊急時訪問

介護加算 

緊急時訪問介護加算の算定時における

訪問介護の所要時間の決定について 

要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準

的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握し

ておくこと。 

また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発

生も想定されることから、現場の状況を介護支援専門員に報告し

た上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがた

い内容のサービス提供が必要と判断（事後の判断を含む。）した

場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間（現

に要した時間ではないことに留意すること。）とすることも可能であ

る。 

なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間

隔は概ね２時間未満であっても所要時間を合算する必要はなく、

所要時間が２０分未満であっても身体介護３０分未満の単位の算

定は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介

護の内容が安否確認・健康チェック等の場合は、訪問介護費の

算定対象とならないことに留意すること。 
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介 護 保 険 最 新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 
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緊急時訪問

介護加算 

緊急時訪問介護加算の算定時において、

訪問介護計画及び居宅サービス計画の

修正は必要か。 

緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次

の取扱いとすること。 

① 指定訪問介護事業所における事務処理 

・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。 

・居宅サービス基準第１９条に基づき、必要な記録を行うこと。 

② 指定居宅介護支援における事務処理 

・居宅サービス計画の変更を行うこと（すべての様式を変更する

必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支え

ない。） 
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緊急時訪問

介護加算 

ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急

変した際等の要請に対する緊急対応等に

ついて、緊急時訪問介護加算の対象とは

なるか。 

この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。 21.3.23 

介 護 保 険 最 新

情報 vol.69 

平成 21 年 4 月

改定関係 Q＆

A(vol.1) 

32 
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報

酬 

初回加算 (訪問介護）初回加算を算定する場合を具

体的に示されたい。 

初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問

介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二

月」とは歴月（月の初日から月の末日まで）によるものとする。 

したがって、例えば、４月１５日に利用者に指定訪問介護を行った

場合、初回加算が算定できるのは、同年の２月１日以降に当該事

業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。 

また、次の点にも留意すること。 

① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能

であること。 

② 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用

実績は問わないこと（介護予防訪問介護費の算定時においても

同様である。）。 
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緊急時訪問

介護加算・

初回加算 

緊急時訪問介護加算及び初回加算を算

定する場合に、利用者の同意は必要か。 

緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件

に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるも

のである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とす

るものではないが、居宅サービス基準第８条に基づき、事前にそ

れぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書

等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。 
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特定事業所

加算 

特定事業所加算の人材要件のうちの訪問

介護員等要件において、指定訪問介護事

業所が障害者自立支援法における指定

居宅介護等を併せて行っている場合の取

扱いについて 

人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出に

あたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により

算出された常勤換算の結果を用いるものとする。したがって、障

害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含

めない。 
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特定事業所

加算 

次のような場合における特定事業所加算

の取扱い及び届出に関する留意事項につ

いて 

・特定事業所加算（Ⅰ）を算定している事

業所が、人材要件のいずれか一方若しく

は双方又は重度要介護者等対応要件を

満たさなくなった場合 

・特定事業所加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定し

特定事業所加算については、月の１５日以前に届出を行った場

合には届出日の翌月から、１６日以後に届出を行った場合には届

出日の翌々月から算定することとなる。この取扱いについては特

定事業所加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していた事業所が（Ⅰ）を算定

しようとする場合の取扱いも同様である（届出は変更でよい。）。 

また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件

を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速や

かに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなった
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ていた場合に、一方の要件を満たさなくな

ったが、もう一方の要件を満たす場合 

その月から加算の算定はできない取扱いとなっている。 

ただし、特定事業所加算（Ⅰ）を算定していた事業所であって、例

えば重度要介護者等対応要件のみを満たさなくなる場合は、

（Ⅰ）の廃止後（Ⅱ）を新規で届け出る必要はなく、（Ⅰ）から（Ⅱ）

への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりな

く、（Ⅰ）の算定ができなくなった月から（Ⅱ）の算定を可能である

こととする（下記例参照）。この場合、居宅介護支援事業者への

周知や国保連合会のデータ処理期間の関係もあるため速やかに

当該届出を行うこと。この取扱いについては、例えば（Ⅲ）を算定

していた事業所が重度要介護者等対応要件を満たさなくなった

が、人材要件のいずれかを満たすことから、（Ⅲ）の算定ができな

くなった月から（Ⅱ）を算定しようとする場合も同様とする。   

●特定事業所加算（Ⅰ）を取得していた事業所において、重度要

介護者等要件が変動した場合 

 
例） 4 月～ 6 月 

5 月～ 7 月 

6 月～ 8 月 

7 月～ 9 月 

8 月～10 月 

の実績の平均重度要介護者等割合 

の実績の平均重度要介護者等割合 

の実績の平均重度要介護者等割合 

の実績の平均重度要介護者等割合 

の実績の平均重度要介護者等割合 

20％以上 

20％以上 

20％以上 

20％未満 

20％以上 

  

①７～９月の実績の平均が２０％を下回るケース・・・１０月は要件

を満たさない。このため１０月は（Ⅰ）の算定はできないため、速

やかに（Ⅱ）への変更届を行う。 

 ②①の後、８～１０月の実績の平均が２０％を上回るケース・・・

１１月は（Ⅰ）の算定要件を満たした状態となるが、（Ⅰ）の算定開

始日は届出後となるため、変更届を１１月１５日までに行えば、１

２月から（Ⅰ）の算定が可能となる。 

4 

報

酬 

緊急時訪問

介護加算 

緊急時訪問介護加算の算定時に身体介

護に引き続き生活援助を行った場合の報

酬の算定について。 

緊急時訪問介護加算は、居宅サービス計画において計画的に訪

問することとなっていない身体介護中心型の指定訪問介護を、利

用者の要請があってから２４時間以内に提供した場合に算定され

る加算である。この場合においても、基本単位やその他の加算の
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情報 vol.79 
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削除 



取扱いについては、居宅サービス計画に従って提供される場合と

同様である。  

改定関係 Q＆

A(vol..2) 

4 

報

酬 

所要時間２０

分未満の身

体介護中心

型の算定 

 

 

２０分未満の身体介護中心型を算定する

場合のサービス内容はどのようなものな

のか。 

 

２０分未満の身体介護の内容については、在宅の利用者の生活

にとって定期的に必要となる排泄介助、体位交換、起床・就寝介

助、服薬介助等の短時間サービスを想定しており、従前どおり単

なる本人の安否確認や健康チェック、声かけ等のサービス提供

の場合は算定できない。 

また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の

向上のみを理由として、利用者の意向等を踏まえずに本来２０分

以上の区分で提供すべき内容の身体介護を複数回に分け提供

するといった取扱いは適切ではない。 
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2 

4 

報

酬 

所要時間２０

分未満の身

体介護中心

型の算定 

「概ね２時間未満の間隔で指定訪問介護

が行われた場合には、それぞれの所要時

間を合算する」とあるが、２０分未満の身

体介護中心型を算定する場合にも適用さ

れるのか。 

 

２０分未満の身体介護に限り、前後の訪問介護との間隔が概ね２

時間未満であっても、所要時間を合算せず、それぞれのサービス

の所要時間に応じた単位数が算定される。なお、２０分未満の身

体介護の前後に行われる訪問介護（２０分未満の身体介護中心

型を算定する場合を除く。）同士の間隔が概ね２時間未満の間隔

である場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。 

（例）下図の場合、２０分未満の身体介護（１７１単位）と、（Ａ）と

（Ｂ）を合算した所要時間（８０ 分）に応じ、１時間以上１時間３０ 

分未満の身体介護（５８７単位）がそれぞれ算定されることにな

る。 
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4 

報

酬 

所要時間２０

分未満の身

体介護中心

型 の 算 定

（ 複 数 の 利

用 者 に 対 し

て 行 う 訪 問

介護） 

身体介護について、「特別な事情により複

数の利用者に対して行う場合は、１回の

身体介護の所要時間を１回の利用者の人

数で除した結果の利用者１人当たりの所

要時間が（４）にいう要件を満たすこと。」と

されているが、具体的な取扱いはどのよう

になるのか。 

 

身体介護を、特別な事情により複数の利用者に対して同時に行う

場合は、全体の所要時間を１回の利用者数で除した結果の利用

者１人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利用

者について算定することとする。 

この計算の結果、利用者１人当たりの所要時間が２０分未満とな

る場合は、サービス提供の時間帯にかかわらず、訪問介護費の

算定はできないこととする。例えば、１人の訪問介護員等が３人

の利用者に対して食事介助及び自立生活支援のための見守り的

援助を３０分にわたり同時に行った場合は、利用者１人当たりの

所要時間が１０分（＝３０分÷３人）であるが、２０分未満の身体介

護中心型を、それぞれの利用者に算定することはできない。な

お、「特別な事情」の具体的内容は特に規定しておらず。利用者

個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい。 
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4 

報

酬 

所要時間２０

分未満の身

体介護中心

型の算定 

２０分未満の身体介護中心型について

は、「引き続き生活援助を行うことは認め

られない」とされているが、利用者の当日

の状況が変化した場合に、介護支援専門

員と連携した結果、当初の計画に位置付

けられていない生活援助の必要性が認め

られ、全体の所要時間が２０ 分を超えた

場合であっても同様か。 

２０分未満の身体介護に引き続き生活援助を行うことを位置付け

ることはできない。 

なお、排泄介助の提供時に失禁によりシーツ交換やベッド周辺の

清掃が必要となった場合等においては、介護支援専門員とサー

ビス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が認める（事後

の判断を含む。）範囲においてサービス内容の変更を行い、変更

後のサービス内容に応じた所要時間に基づき、所要時間２０分以

上の身体介護又は生活援助として算定すること。 
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4 

報

酬 

所要時間２０

分未満の身

体介護中心

型の算定 

日中における２０分未満の身体介護中心

型については、要介護３以上の利用者に

のみ算定可能とされているが、サービス

提供後に要介護認定の更新又は区分変

更の認定が行われ、サービス提供前に遡

って要介護度１又は２となった場合、認定

の効力発生日以降の所要時間２０ 分未

満の身体介護中心型の算定はできない

のか。 

要介護１又は２の利用者に対して提供された日中における２０分

未満の身体介護については保険給付の対象とならず、全額利用

者の自己負担となる。したがって、サービス開始時にその旨を利

用者等に十分に説明するとともに、サービス担当者会議におい

て、利用者の要介護認定の有効期間及び利用者の区分変更申

請の意向等について十分に確認した上で居宅サービス計画及び

訪問介護計画を作成すること。 
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4 

報

酬 

所要時間２０

分未満の身

体介護中心

型の算定 

日中における２０分未満の身体介護中心

型については、サービス担当者において

「概ね１週間に５日以上、所要時間が２０

分未満の指定訪問介護が必要であると認

められた利用者」についてのみ算定可能

とされているが、短期入所生活介護等の

利用により、１週間訪問介護の提供が行

われない場合は算定できないのか。 

「１週間に５日以上、所要時間が２０分未満の指定訪問介護が必

要であると認められた利用者」とは、排泄介助等の毎日定期的に

必要となるサービスの提供が必要となる者を想定しており、当該

必要となるサービスについて他のサービス等で代替が可能であ

れば、必ずしも１週間のうちに５日以上、短時間サービスを実際

に提供しなければならないという趣旨ではない。 
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4 

報

酬 

所要時間２０

分未満の身

体介護中心

型の算定 

日中における２０ 分未満の身体介護中

心型を算定する場合、「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の指定を

併せて受ける計画を策定しなければなら

ない。」とあるが、所在地の市区町村が定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定

について公募制度を採用している場合、

要件を満たすことができるか。 

事業所所在地の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定の

状況等にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の実施のための計画を策定していれば算定は可能である。 
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H27 削除 
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報

酬 

生活機能向

上連携加算 

生活機能向上連携加算について、訪問看

護事業所の理学療法士等に、サービス提

供責任者が同行する場合も算定要件を満

たすか。 

満たさない。生活機能向上連携加算の算定は指定訪問リハビリ

テーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーション

を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に限る。 
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4 

報

酬 

特定事業所

加算 

 

特定事業所加算の体制要件として、サー

ビス提供責任者が訪問介護員等に対して

文書等による指示を行い、サービス提供

終了後、担当する訪問介護員等から適宜

報告を受けることとされているが、毎回の

サービスごとに行わなければならないの

か 

サービス提供責任者は、サービス提供前に訪問介護員等に対し

て文書等による指示を行い、事後に訪問介護員等からの報告を

適宜受けることとしているが、下図ＡからＣまでに示す場合につい

ては、サービス提供責任者が文書等による事前の指示を一括で

行い、サービス提供後の報告を適宜まとめて受けることも可能で

ある。 
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4 

報

酬 

特定事業所

加算 

特定事業所加算の重度要介護者等対応

要件に、「たんの吸引等の行為を必要とす

る利用者」が含まれたが、たんの吸引等

の業務を行うための登録を受けた事業所

以外はこの要件を満たすことができない

のか。 

登録事業所以外であっても、要介護４以上又は認知症自立度Ⅲ

以上の割合が２０％以上であれば、重度要介護者等対応要件を

満たす（登録事業所に限り、たんの吸引等の行為を必要とする利

用者を重度要介護者等対応要件に関する割合の計算に当たり算

入できる。）。 

なお、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」とは、たんの吸

引等の行為を当該登録事業所の訪問介護員等が行うことにつき

医師の指示を受けている者をいう。 
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報

酬 

特定事業所

加算 

特定事業所加算の重度要介護者等対応

要件における具体的な割合はどのように

算出するのか。 

 

重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実

人員又は訪問回数を用いて算定するものとされているが、例えば

下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する（前年

度の平均値の計算についても同様である。）。 
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（注１）一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用

者に関しては計算には含めない。 

（注２）利用者Ｇについては、たんの吸引等の業務を行うための登

録を受けた事業所のみ算入可能。 

（注３）例えば、利用者Ｈ、Ｉ、Ｊのように、「要介護度４以上」、「認知

症自立度Ⅲ以上」又は「たんの吸引等が必要な者」の複数の要

件に該当する場合も重複計上はせず、それぞれ「１人」又は「１

回」と計算する。 

① 利用者の実人数による計算 

・総数（利用者Ｂは２月の利用実績なし） 

１０人（１月）＋９人（２月）＋１０人（３月）＝２９人 

・重度要介護者等人数（該当者Ｂ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ） 

６人（１月）＋５人（２月）＋６人（３月）＝１７人 

したがって、割合は１７人÷２９人≒５８．６％≧２０％ 

② 訪問回数による計算 

・総訪問回数 

７９回（１月）＋６３回（２月）＋７５回＝２１７回 



・重度要介護者等に対する訪問回数（該当者Ｂ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ） 

６１回（１月）＋４８回（２月）＋５９回（３月）＝１６８回 

したがって、割合は１６８回÷２１７回≒７７．４％≧２０％ 

なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合である

が、実際には①か②のいずれかの率を満たせば要件を満たす。 

また、当該割合については、特定の月の割合が２０％を下回った

としても、前年度又は前三月の平均が２０％以上であれば、要件

を満たす。 

４

報

酬 

その他 緊急時訪問介護加算の算定時における

訪問介護の所要時間はどのように決定す

るのか。 

要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準

的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握し

ておくこと。 

また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発

生も想定されることから、現場の状況を介護支援専門員に報告し

た上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがた

い内容のサービス提供が必要と判断（事後の判断を含む。）した

場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間（現

に要した時間ではないことに留意すること。）とすることも可能であ

る。 

なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間

隔は概ね２時間未満であっても所要時間を合算する必要はなく、

所要時間２０分未満の身体介護中心型（緊急時訪問介護加算の

算定時に限り、２０ 分未満の身体介護に引き続き生活援助中心

型を行う場合の加算を行うことも可能）の算定は可能であるが、

通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が安否確

認・健康チェック等の場合は、訪問介護費の算定対象とならない

ことに留意すること。 
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４

報

酬 

同月中に介

護予防短期

入所生活介

護 と 介 護 予

防訪問介護

を 利 用 し た

同月中に、介護予防短期入所生活介護

（注１）と介護予防訪問介護（注２）を利用

した場合、月ごとの定額報酬である介護

予防訪問介護費はどのように算定するの

か。 

 

介護予防短期入所生活介護の利用日数を暦日から減じて得た日

数に応じて日割りで算定する。 

（例）要支援２の利用者が、８月に短期入所生活介護を７日利用

し、同月中に介護予防訪問介護を利用した場合の算定   要支

援２の基本サービス費×（２４／３０．４）日 

（注１）介護予防短期入所療養介護も同様。 
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場合の報酬

算定 

（注２）介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションも

同様。 

※介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するＱ

＆Ａ（平成２１年４月２１日）問２１は削除する。 

４ 

報

酬 

サ ー ビ ス の

具体的な内

容等 

定期巡回サービスは、２０分未満などの短

時間のサービスに限られるのか。また訪

問介護のように、それぞれのサービスごと

に概ね２時間の間隔を空ける必要がある

のか。 

定期巡回サービスは短時間のサービスに限るものではない。適

切なアセスメントに基づき、１回当たりのサービス内容に応じて柔

軟に時間設定をする必要がある。 

また、それぞれのサービスごとの間隔の制限はない。 
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４

報

酬 

サービスの

具体的な内

容等 

定期巡回サービスにおいて提供すべきサ

ービスの具体的な内容は、どのように定

められるのか。 

定期巡回サービスは、居宅サービス計画において位置付けられ

た利用者の目標及び援助内容において定められた、利用者が在

宅の生活において定期的に必要となるサービスを提供するもの

である。 

また、利用者の心身の状況に応じて日々のサービスの提供時間

や内容を定期巡回・随時対応サービス事業所において変更し、利

用者のニーズに応じて必要なサービスを柔軟に提供することを可

能としている。なお、こうした変更に当たっては、居宅サービス計

画の内容を踏まえて行うとともに、介護支援専門員と必要な連携

を図る必要がある。 
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４ 

報

酬 

サービスの

具体的な内

容等 

定期巡回サービスは、「１日複数回の訪

問を行うことを想定している」とあるが、１

日当たりの訪問回数の目安若しくは上限

や下限はあるのか。 

１日当たりの訪問回数の目安等は定めていないが、適切なアセ

スメントに基づき、利用者にとって必要な回数が設定されるもので

ある。例えば、利用者が外出している場合や他のサービスを利用

している場合等は訪問を行わない日があっても差し支えなく、退

院直後や利用者の体調が悪くなった場合等は訪問回数が通常よ

りも増加する場合も想定されるものであり、利用者の心身の状況

に応じて適切な回数・内容のサービスを柔軟に提供する必要が

ある。 
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４

報

酬 

サービスの

具体的な内

容等 

定期巡回サービス及び随時訪問サービス

において提供するサービスの内容は、訪

問介護の身体介護と生活援助と同様か。 

定期巡回サービス及び随時訪問サービスは、身体介護を中心と

した１日複数回の定期訪問と、それらに付随する生活援助を組み

合わせて行うものであり、具体的なサービスについては、既存の

訪問介護の内容・提供方法にとらわれず、適切なアセスメントに

より利用者個々の心身の状況に応じて、１日の生活の中で真に

必要となる内容のものとされたい。なお、定期巡回サービス等に

おける、１回の訪問の内容が安否確認、健康チェック、見守りの

みであっても差し支えない。 
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４ 

報

酬 

サービスの

具体的な内

容等 

定期巡回サービスを提供しない時間帯を

設けることは可能か。また、この場合、定

期巡回サービスの提供に当たる訪問介護

員等を配置しないことはできるか。 

事業所としては、利用者のニーズに対し２４時間対応が可能な体

制を確保する必要があるが、全ての利用者に全ての時間帯にお

いてサービスを提供しなければならないわけではなく、例えば適

切なアセスメントの結果、深夜帯の定期巡回サービスが１回もな

いといった計画となることもあり得るものである。 

また、定期巡回サービスの提供に当たる訪問介護員等は「必要

数」配置することとしており、結果として定期巡回サービスが存在

しない時間帯が存在する場合、当該時間帯に配置しないことも可

能である。 
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5 

そ

の

他 

月をまたが

る給付管理 

月をまたがる場合の支給限度管理につい

て  訪問介護深夜帯 11：30～0：30（1 時

間未満）で、かつ月をまたがる場合の支給

限度管理はどちらの月で行うのか。また、

サービス利用票の記入の仕方は。 

サービス提供開始時刻の属する区分（前月）により算出し、管理

されたい。 

12.3.31 事務連

絡 

介護保険最新

情報 vol.59   

介護報酬等に

係る Q&A 

Ⅳ1 



5 

そ

の

他 

通院・外出

介助のみの

居宅サービ

ス計画の作

成 

利用者から居宅サービス計画に通院・外

出介助のみ盛り込むよう希望があった場

合、このような計画を作成することについ

ての可否如何。 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたって、利用

者の有する能力や置かれている環境等の評価を通じて、現に抱

える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援する上で解決すべき課題を把握する事とされ

ている（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準（平成 11 年厚生省令 38 号）第 13 条第 3 号）。 

したがって、安易に利用者の希望に応じるのみではなく、日常生

活全般を支援する観点から通院・外出介助以外のサービスの要

否についても、利用者等との面接等を通じて十分に検討する必

要があり、また、通院・外出介助を居宅サービス計画に盛り込む

場合には、課題の把握・分析の結果やサービス担当者会議での

意見等を踏まえ、利用者の自立支援の観点から必要か否かを検

討する必要がある。 

このような居宅介護支援の考え方や、通院・外出介助が必要な要

介護者等については通常他のサービスも必要であること等を踏

まえれば、質問のような特定のサービス行為のみを盛り込む居宅

サービス計画は想定されない。 

13.3.28 

事務連絡 

運営基準等に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

５ 

5 

そ

の

他 

特定のサー

ビス行為に

特化してい

ることの判断

基準 

居宅サービス運営基準が改正され、特定

のサービス行為に偏ってサービス提供を

行う場合に指定訪問介護の事業の取り消

しや廃止等の指導が必要とされたが、指

導が必要な特定のサービス行為に特化し

た事業運営を行っている場合とはどの様

な場合をいうのか。 

特定のサービス行為が一定期間中のサービス提供時間の「大

半」を占めていれば特定のサービス行為に「偏っている」ことにな

るが、サービス内容が特定のサービス行為に偏っているかどうか

の判断は、サービス実績を請求状況、介護支援専門員からの情

報収集、訪問介護計画の点検等から把握し、都道府県や保険者

が判断することが必要である。 

特化の割合を一律に規律するのではなく、例えば、特化するに至

った要因（パンフレットや広告の内容に特定のサービス行為しか

提供しない旨やそれに準ずるような表現がないか、従業員の配

置状況・勤務体制が特定のサービス行為以外提供できないよう

なものになっていないか等）等を勘案して、特定のサービス行為

に利用者を誘引するなどの不適切な事業運営が認められた場合

は、特定のサービス行為がサービス提供時間の大半を占めてい

なくても是正のための指導が必要である。 
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5 

そ

の

他 

特化した事

業所による

サービスに

係る特例居

宅サービス

費の支給 

通院・外出介助等移送に伴う介助に特化

したサービスを行う事業所について、基準

該当サービスとして特例居宅サービス費

の給付対象とする場合の考え方如何。 

質問のような場合の特例居宅サービス費の給付額の設定にあた

っては、例えば、 

・訪問介護員と兼務する運転手の総稼働時間に占める訪問介護

員としての稼動時間割合等を勘案して定める。 

・（既存の）基準該当訪問介護サービスとのサービス内容の相

違、特化によるコストの効率性等を勘案して定める。 

等といった方法が考えられるが、具体的な額については、地域の

実情等を勘案して市町村の判断により定めることとなる。 

なお、市町村が特例居宅サービス費の支給についての審査・支

払事務を国保連に委託する場合には、あらかじめ基準該当サー

ビスごとに支給基準の上限を百分率で報告することとされている

が、既に基準該当訪問介護サービスについて支給比率を定めて

いる場合に、その基準該当訪問介護サービスに対する支給比率

に基づき支払われる額と、移送に伴う介助など身体介護又は家

事援助のうち特定のサービス行為に特化したサービスを行う事業

所に関して給付する額とに乖離がある場合（基準該当訪問介護

サービスにおいて 2 以上の給付比率が存在する場合）について

は、高い方の給付比率を国保連に報告することとなるため、市町

村における請求内容の精査が必要となる。 

13.3.28 

事務連絡 

運 営 基 準 等 に

係るＱ＆Ａ 

Ⅵの

９ 

5 

そ

の

他 

訪問入浴介

護と訪問介

護の同時利

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介

護と訪問介護を利用できるか。 

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを

原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助

をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハ

ビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、

利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用

することが介護のために必要があると認められる場合に限り、そ

れぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定され

る。訪問入浴介護は看護職員 1 人と介護職員 2 人の 3 人体制に

よる入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別

の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その

他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。 

15.6.30 

事務連絡 
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